
 

 

 

 

 

 世田谷区教育委員会では、学校の作業の負担や紙書類の印刷の環境負荷などを減らすため、

以下のとおり幼稚園や小・中学校で配布されている紙の周知文書（チラシ等）を電子化する取

組みを進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当】世田谷区教育委員会事務局 学校職員課働き方改革推進担当 ℡03-5432-2960 

学校で配布される周知文書の電子化を進めています！ 

（周知文書掲載ホームページ「せたがやスクールボード」のお知らせ） 

① 周知文書を掲載するページ「せたがやスクールボード」（イメージは次ページ記載） 

令和７年９月に、世田谷区ホームページ内に「児童・生徒やその保護者向けのお知らせ」

を掲載するページ、「せたがやスクールボード」を開設しました。 

今後、段階的に紙の周知文書（チラシ等）を削減し、電子データによる周知に移行してい

きます※1 ので、ページを定期的にご確認いただきますようお願いいたします。（ブックマー

クへの追加もお願いします。） 

また、児童・生徒に貸与されているｉＰａｄのホーム画面に、「せたがやスクールボード」へ

リンクするアイコンを表示させています。 

 

 

 

 

（「せたがやスクールボード」ＵＲＬおよび二次元コード） 

https://www.city.setagaya.lg.jp/02058/27848.html 

② 情報配信サービス「すぐーる」による定期配信 

情報配信サービス「すぐーる」の「世田谷区教育委員会からのお知らせ」チャネル※2 にて、

「せたがやスクールボード」に掲載した記事の件名・ＵＲＬなどを一覧にしたお知らせを、定

期的に配信しています。（毎月第一・第三水曜日、休日の場合は翌営業日） 

「世田谷区教育委員会からのお知らせ」チャネルは、以下の手順で配信登録ができます。

ぜひご登録いただき、配信をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 周知内容により、紙の周知文書も引き続き配布されます。 

※2 各学校の代表チャネルとは別チャネルになりますのでご注意ください。 

① チャネル登録画面で「キーワード

検索で追加」をタップ。 
 

② キーワード欄に「世田谷区教育委

員会からのお知らせ」と入力し、

「検索する」をタップ。 
 

③ 該当するチャネルをタップし、「登

録」をタップ。 



 

学校名や対象学年、地

域などで絞込検索が

可能です。 

周知文書（チラシ等）

が掲載されます。 


